
　

障
害
者
自
立
支
援
法（
以
下「
自
立
支
援
法
」）

は
、
障
害
者
基
本
法
を
も
と
に
、
障
害
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
、
自
立
し
た
日
常

生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
今
ま
で
障
害
の
種
別
（
身
体
障
害
・
知
的

障
害
・
精
神
障
害
）
や
年
齢
に
よ
り
、
居
宅
支

援
や
施
設
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
別
々
の
法
令
に

基
づ
い
て
提
供
し
て
き
た
も
の
を
一
元
化
し
、

よ
り
障
害
の
程
度
や
種
別
に
合
っ
た
適
切
な
支

援
を
行
う
た
め
の
新
た
な
制
度
で
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
に
は
、
障
害
程
度
区
分

判
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
を
受
け
て
障
害
程
度

区
分
を
認
定
し
、
支
援
の
必
要
な
度
合
い
に
応

じ
た
サ
ー
ビ
ス
や
利
用
量
を
公
平
に
提
供
す
る

仕
組
み
が
加
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス

の
ご
利
用
に
必
要
な
費
用
と
し
て
、
国
や
自

治
体
の
費
用
負
担
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方
も
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
量
に
応
じ
た
負
担
（
原
則
１
割
定
率
負
担
）

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
定
率
負
担
と
と
も
に
、
本
人
や
世
帯
の
所

得
な
ど
に
応
じ
た
軽
減
措
置
も
あ
わ
せ
て
設
け

ま
す
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
新
た
な
体
系

　

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
の
３
障

害
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
元
化
し
、
平
成

18
年
10
月
か
ら
あ
ら
た
な
サ
ー
ビ
ス
体
系
に
変

わ
り
ま
す
。

○
居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
、
10
月
か
ら
新
サ
ー
ビ
ス

　

に
移
行

○
施
設
サ
ー
ビ
ス
は
、
10
月
か
ら
５
年
の
間
に

　

新
サ
ー
ビ
ス
体
系
に
移
行

○
地
域
生
活
支
援
事
業
は
、
10
月
か
ら
法
定
事

　

業
と
し
て
実
施

※
平
成
18
年
度
ま
で
支

援
費
制
度
や
精
神
障
害

者
居
宅
生
活
支
援
等
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
た
方
は
、
９
月
ま
で

従
来
の
サ
ー
ビ
ス
を
継

続
し
て
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
10
月
以
降

も
利
用
を
希
望
さ
れ

る
方
に
つ
い
て
は
、
訪

問
調
査
や
障
害
程
度
区

分
審
査
会
で
の
判
定
な

ど
、
新
制
度
に
よ
る
手

続
き
が
必
要
で
す
。

　

現
在
の
利
用
者
の
皆

さ
ま
に
は
、
訪
問
調
査

に
伺
う
た
め
、
ご
連
絡

を
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【問い合わせ先】
役場町民福祉課　社会福祉係
℡ 0996-86-1111　内線 1117
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